
 
調
理
師
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
調
理
師
試

験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
五
月
一
日 

広
島
県
知
事  

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

一 

試
験
の
日
時 

 
 

令
和
七
年
十
月
二
十
五
日
（
土
）
午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
三
時
三
十
分
ま
で 

二 

試
験
の
場
所 

 
 

国
立
大
学
法
人 

広
島
大
学 
東
広
島
キ
ャ
ン
パ
ス
（
広
島
県
東
広
島
市
鏡
山
一
丁
目
三
番
二
号
） 

三 

受
験
資
格 

 
 

次
の
全
て
の
要
件
に
該
当
す
る
者 

 

１ 

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
者
又
は
調
理
師
法
附

則
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
学
校
教
育
法
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
者
と
み
な
さ
れ
る
も
の 

 

２ 

調
理
師
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
四
十
六
号
）
第
四
条
に
定
め
る
多
数
人
に
対
し

て
飲
食
物
を
調
理
し
て
供
与
す
る
施
設
又
は
営
業
で
、
受
験
申
請
書
受
付
日
現
在
二
年
以
上
調
理
の
業

務
に
従
事
し
た
者 

四 

試
験
科
目 

 

１ 

公
衆
衛
生
学 

 

２ 

食
品
学 

 

３ 

栄
養
学 

 

４ 

食
品
衛
生
学 

 

５ 

調
理
理
論 

 

６ 

食
文
化
概
論 

五 

受
験
手
続 

 

１ 

受
験
申
請
書
の
提
出
方
法
及
び
提
出
期
限 

 
 
 

簡
易
書
留
郵
便
と
し
、
令
和
七
年
五
月
七
日
（
水
）
か
ら
令
和
七
年
六
月
三
日
（
火
）
ま
で
の
消
印

が
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。 

２ 

提
出
書
類 

 
 

㈠ 

受
験
申
請
書 

 
 

㈡ 

受
験
票
・
写
真
台
帳
（
受
験
者
の
写
真
は
、
出
願
前
六
か
月
以
内
に
撮
影
し
た
縦
四
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
、
横
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
無
帽
か
つ
正
面
上
半
身
の
も
の
で
、
裏
面
に
受
験
県
・
氏
名
・
生

年
月
日
を
記
入
し
た
も
の
） 

 
 

㈢ 

受
験
手
数
料
の
領
収
証
書
（
前
記
㈡
の
受
験
票
裏
面
に
貼
付
す
る
こ
と
） 

 
 

㈣ 

受
験
票
送
付
用
封
筒
（
指
定
封
筒
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
百
十
円
切
手
を
貼
付
す
る
こ
と
） 

 
 

㈤ 

調
理
業
務
従
事
証
明
書 

 
 
 

令
和
二
年
度
以
降
の
広
島
県
調
理
師
試
験
の
受
験
者
は
、
受
験
票
を
も
っ
て
㈤
に
代
え
る
こ
と
が
で

き
、
ま
た
、
こ
の
受
験
票
を
紛
失
し
た
場
合
に
は
、
本
人
確
認
の
で
き
る
公
的
証
明
書
（
運
転
免
許
証
、



健
康
保
険
証
等
）
の
写
し
を
も
っ
て
㈤
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 
 

受
験
申
請
書
の
氏
名
と
㈤
の
書
類
又
は
受
験
票
の
氏
名
が
異
な
る
場
合
は
、
戸
籍
抄
本
又
は
謄
本
を

添
付
す
る
こ
と
。 

３ 

受
験
申
請
書
等
の
提
出
先 

 
 
 

前
記
２
の
提
出
書
類
は
、
次
の
場
所
に
提
出
す
る
こ
と
。 

 
 
 

公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー 

調
理
師
試
験
担
当
（
〒
一
〇
三―

〇
〇
一
二 

東
京
都

中
央
区
日
本
橋
堀
留
町
二
丁
目
八
番
五
号 

Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｃ
ビ
ル
５
階
） 

 

４ 

そ
の
他 

 
 
 

視
覚
、
聴
覚
、
音
声
機
能
又
は
言
語
機
能
に
障
害
を
有
す
る
者
で
受
験
を
希
望
す
る
場
合
は
、
受
験

申
請
書
を
提
出
す
る
際
に
申
し
出
る
こ
と
。
申
し
出
た
者
に
つ
い
て
は
、
受
験
の
際
に
そ
の
障
害
の
状

態
に
応
じ
て
必
要
な
配
慮
を
講
ず
る
こ
と
が
あ
る
。 

 

５ 

受
験
申
請
書
等
の
配
布 

 
 
 

前
記
２
の
う
ち
様
式
等
の
指
定
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
次
の
場
所
で
配
布
す
る
。 

 
 
 

な
お
、
こ
れ
ら
を
郵
便
で
請
求
す
る
場
合
は
、
㈠
の
場
所
へ
、
住
所
・
氏
名
・
郵
便
番
号
を
明
記
し

た
返
信
用
封
筒
を
送
付
す
る
こ
と
。 

㈠ 

公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー 

調
理
師
試
験
担
当
（
〒
一
〇
三―

〇
〇
一
二 

東
京

都
中
央
区
日
本
橋
堀
留
町
二
丁
目
八
番
五
号 

Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｃ
ビ
ル
５
階
） 

㈡ 

広
島
県
健
康
福
祉
局
健
康
づ
く
り
推
進
課
（
〒
七
三
〇―

八
五
一
一 
広
島
市
中
区
基
町
一
〇
番

五
二
号
） 

 
 

㈢ 

広
島
市
保
健
所
（
〒
七
三
〇―

〇
〇
四
三 

広
島
市
中
区
富
士
見
町
一
一
番
二
七
号
） 

 
 
 
 

呉
市
保
健
所
生
活
衛
生
課
（
〒
七
三
七―

〇
〇
四
一 

呉
市
和
庄
一
丁
目
二
番
一
三
号
） 

 
 

 
 
 
 

竹
原
市
健
康
こ
ど
も
未
来
課
（
〒
七
二
五―

〇
〇
二
六 

竹
原
市
中
央
三
丁
目
一
四
番
一
号
） 

 
 
 
 

三
原
市
保
健
福
祉
課
（
〒
七
二
三―

八
六
〇
一 

三
原
市
港
町
三
丁
目
五
番
一
号
） 

 
 
 
 

尾
道
市
健
康
推
進
課
（
〒
七
二
二―

〇
〇
一
七 

尾
道
市
門
田
町
二
二
番
五
号
） 

 

 
 
 
 

尾
道
市
因
島
総
合
支
所
健
康
推
進
課
（
〒
七
二
二―

二
三
九
二 

尾
道
市
因
島
土
生
町
七
番
四
号

） 

 
 
 
 

福
山
市
保
健
所
総
務
課
（
〒
七
二
〇―

八
五
一
二 

福
山
市
三
吉
町
南
二
丁
目
一
一
番
二
二
号
） 

 
 
 
 

府
中
市
健
康
推
進
課
（
〒
七
二
六―

〇
〇
一
一 

府
中
市
広
谷
町
九
一
九
番
三
号
） 

 
 
 
 

三
次
市
市
民
課
（
〒
七
二
八―

八
五
〇
一 

三
次
市
十
日
市
中
二
丁
目
八
番
一
号
） 

 
 
 
 

庄
原
市
保
健
医
療
課
（
〒
七
二
七―

八
五
〇
一 

庄
原
市
中
本
町
一
丁
目
一
〇
番
一
号
） 

 
 
 
 

大
竹
市
保
健
医
療
課
（
〒
七
三
九―

〇
六
九
二 

大
竹
市
小
方
一
丁
目
一
一
番
一
号
） 

 
 
 
 

東
広
島
市
医
療
保
健
課
（
〒
七
三
九―

八
六
〇
一 

東
広
島
市
西
条
栄
町
八
番
二
九
号
） 

 
 
 
 

廿
日
市
市
健
康
福
祉
総
務
課
（
〒
七
三
八―

八
五
一
二 

廿
日
市
市
新
宮
一
丁
目
一
三
番
一
号
） 

 
 
 
 

安
芸
高
田
市
健
康
・
こ
ど
も
未
来
課
（
〒
七
三
一―

〇
五
九
二 

安
芸
高
田
市
吉
田
町
吉
田
七
九

一
番
地
） 

 
 
 
 

江
田
島
市
保
健
医
療
課
（
〒
七
三
七―

二
二
九
七 

江
田
島
市
大
柿
町
大
原
五
〇
五
番
地
） 



 
 
 
 

府
中
町
環
境
課
（
〒
七
三
五―

八
六
八
六 

安
芸
郡
府
中
町
大
通
三
丁
目
五
番
一
号
） 

 
 
 
 

海
田
町
健
康
づ
く
り
推
進
課
（
〒
七
三
六―

八
六
〇
一 

安
芸
郡
海
田
町
南
昭
和
町
一
四
番
一
七

号
） 

 

 
 
 
 

熊
野
町
生
活
環
境
課
（
〒
七
三
一―

四
二
九
二 

安
芸
郡
熊
野
町
中
溝
一
丁
目
一
番
一
号
） 

 
 
 
 

坂
町
保
険
健
康
課
（
〒
七
三
一―

四
三
九
三 

安
芸
郡
坂
町
平
成
ヶ
浜
一
丁
目
一
番
一
号
） 

 
 
 
 

安
芸
太
田
町
健
康
福
祉
課
（
〒
七
三
一―

三
六
二
二 

山
県
郡
安
芸
太
田
町
大
字
下
殿
河
内
二
三

六
番
地
） 

 
 
 
 

北
広
島
町
町
民
保
健
課
（
〒
七
三
一―

一
五
九
五 

山
県
郡
北
広
島
町
有
田
一
二
三
四
番
地
） 

 
 
 
 

大
崎
上
島
町
健
康
福
祉
課
（
〒
七
二
五―

〇
四
〇
一 

豊
田
郡
大
崎
上
島
町
木
江
四
九
六
八
番
地

） 

 
 
 
 

世
羅
町
健
康
保
険
課
（
〒
七
二
二―
一
一
一
二 

世
羅
郡
世
羅
町
本
郷
九
四
七
番
地
） 

 
 
 
 

神
石
高
原
町
健
康
衛
生
課
（
〒
七
二
〇―
一
五
二
二 

神
石
郡
神
石
高
原
町
小
畠
一
七
〇
一
番
地

） 
 

六 

受
験
手
数
料 

 
 

六
千
四
百
円 

 

１ 

こ
の
手
数
料
は
、
公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー
が
発
行
す
る
払
込
取
扱
票
に
よ
り
金
融

機
関
等
で
納
付
す
る
こ
と
。 

 
 
 

な
お
、
納
付
さ
れ
た
受
験
手
数
料
は
返
還
し
な
い
。 

 
 

 

２ 

次
の
㈠
及
び
㈡
の
要
件
を
満
た
す
者
は
、
こ
の
受
験
手
数
料
を
全
額
免
除
す
る
の
で
、
受
験
申
請
書

等
の
ほ
か
に
、
次
の
㈡
の
手
帳
の
写
し
（
発
行
者
印
の
あ
る
ペ
ー
ジ
と
本
人
の
氏
名
・
現
住
所
の
記
載

の
あ
る
ペ
ー
ジ
の
写
し
）
を
受
験
申
請
書
等
に
同
封
し
て
提
出
す
る
こ
と
。 

 
 
 

な
お
、
試
験
当
日
に
試
験
会
場
に
お
い
て
、
次
の
㈡
の
手
帳
の
内
容
を
確
認
す
る
た
め
、
原
本
を
持

参
す
る
こ
と
。 

 
 

㈠ 

広
島
県
内
に
住
所
が
あ
る
者 

 
 

㈡ 

身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
又
は
戦
傷
病
者
手
帳
を
所
持
す
る

者 

七 

受
験
票
の
交
付 

 
 

公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー
か
ら
令
和
七
年
九
月
二
十
五
日
（
木
）
に
受
験
者
本
人
へ
発

送
す
る
。 

八 

合
格
者
の
発
表 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
（
金
）
午
前
十
時
に
公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー
、
広
島
県
庁
、

広
島
市
保
健
所
、
呉
市
保
健
所
生
活
衛
生
課
、
竹
原
市
健
康
こ
ど
も
未
来
課
、
三
原
市
保
健
福
祉
課
、
尾

道
市
健
康
推
進
課
、
尾
道
市
因
島
総
合
支
所
健
康
推
進
課
、
福
山
市
保
健
所
総
務
課
、
府
中
市
健
康
推
進

課
、
三
次
市
市
民
課
、
庄
原
市
保
健
医
療
課
、
大
竹
市
保
健
医
療
課
、
東
広
島
市
医
療
保
健
課
、
廿
日
市

市
健
康
福
祉
総
務
課
、
安
芸
高
田
市
健
康
・
こ
ど
も
未
来
課
、
江
田
島
市
保
健
医
療
課
、
府
中
町
環
境
課
、

海
田
町
健
康
づ
く
り
推
進
課
、
熊
野
町
生
活
環
境
課
、
坂
町
保
険
健
康
課
、
安
芸
太
田
町
健
康
福
祉
課
、



北
広
島
町
町
民
保
健
課
、
大
崎
上
島
町
健
康
福
祉
課
、
世
羅
町
健
康
保
険
課
、
神
石
高
原
町
健
康
衛
生
課

に
て
受
験
番
号
を
掲
示
し
て
行
う
ほ
か
、
公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー
及
び
広
島
県
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
。 

 
 

ま
た
、
合
格
者
に
は
文
書
で
通
知
す
る
。 

九 

問
合
せ
先 

 
 

公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー 

調
理
師
試
験
担
当
（
電
話
（
〇
三
）
三
六
六
七―

一
八
一

五
） 

 

十 

再
試
験
に
つ
い
て 

 
 

本
試
験
が
台
風
等
に
よ
っ
て
実
施
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
再
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。 

 

１ 

再
試
験
の
日
時 

 
 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
三
日
（
土
）
午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
三
時
三
十
分
ま
で 

 

２ 

再
試
験
の
場
所 

 
 
 

未
定 

 

３ 

合
格
者
の
発
表 

 
 
 

令
和
八
年
二
月
九
日
（
月
）
午
前
十
時 


